
（1） ４年７月１５日 第632号昭和43年７月30日（第３種郵便物認可）（毎月１回・15日発行）令和

発行所　全国道路利用者会議
〒１００－００１３
東京都千代田区霞ヶ関３－３－１
尚友会館６階
電話　０３－３５０１－５６１１㈹
発行人　小林　勉
定価　20 円（会員の購読料は会費に含む）

THE ROAD NEWS No.
年 月号令和

令和４年度

推進標語
「道路ふれあい月間」

「 

朗
ら
か
に

言
え
た
朝 

」

『
お
先
に
ど
う
ぞ
』が

４ ７
632

　

本
年
４
月
、
奈
良
県
内
に
お

い
て
視
覚
に
障
害
の
あ
る
方
が

踏
切
内
で
列
車
に
接
触
し
て
亡

く
な
る
事
故
が
発
生
し
た
。

　

こ
の
事
故
を
受
け
て
国
土
交

通
省
は
、
視
覚
障
害
者
団
体
、

学
識
経
験
者
の
意
見
を
伺
い
、

「
道
路
の
移
動
等
円
滑
化
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
改
定

し
た
。

　

具
体
的
な
改
定
内
容
と
し
て

は
、

○
踏
切
手
前
部
で
の
視
覚
障
害

者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
を

標
準
的
な
整
備
内
容

○
踏
切
内
で
の
表
面
に
凹
凸
の

あ
る
誘
導
表
示
等
の
設
置
を
望

ま
し
い
整
備
内
容

と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
と
し

た
。

　

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
九
州
支

社
は
、
九
州
自
動
車
道
（
上
り

線
）
太
宰
府
Ｉ
Ｃ
付
近
で
発
生

す
る
渋
滞
の
緩
和
を
目
的
に
、

令
和
３
年
３
月
26
日
（
金
）
に

高
速
本
線
か
ら
Ｉ
Ｃ
へ
の
流
出

車
線
を
１
車
線
か
ら
２
車
線
に

変
更
し
た
。

　

運
用
変
更
後
※
１
、九
州
自
動

車
道
（
上
り
線
）
筑
紫
野
Ｉ
Ｃ

～
太
宰
府
Ｉ
Ｃ
に
お
け
る
交
通

集
中
に
よ
る
渋
滞
は
大
幅
に
減

少
し
て
い
る
。
ま
た
、
ピ
ー
ク

時
間
※
２

に
お
け
る
太
宰
府
Ｉ

Ｃ
周
辺
の
平
均
速
度
が
最
大
で

26
㎞
／
ｈ
改
善
し
て
い
る
。

　

な
お
、
交
通
量
減
少
の
影
響

を
考
慮
し
、
引
き
続
き
、
交
通

状
況
を
注
視
し
て
い
く
と
し
て

い
る
。

※
１　

令
和
３
年
度
（
令
和
３

現行のガイドラインでの記載内容 改定したガイドラインでの記載内容

◇事例紹介
　事例の掲載により、好事例を各道路管理
者に周知し、バリアフリー対策の普及を図
っている。

◇踏切道での視覚障害者の誘導について、以下の整備内容を明確に規定
　①踏切手前部に視覚障害者誘導用ブロックを設置　（積極的な整備を求める内容）
　②視覚障害者が踏切の外にいると誤認することを回避するため、踏切内に表面に
　　凹凸のある誘導表示等を設置　（さらに高い水準として望ましい整備内容）

◇誘導用ブロック等の設置図を追加 ◇事例の追加

奈良県大和郡山市の事例
（歩車分離されていない道路での誘導用ブ
ロック等の設置事例）

（踏切手前への視覚障害者誘導用ブロッ
ク、踏切内への誘導表示を設置した事例）

道路の移動等円滑化に関するガイドラインを改定　～踏切道での安全対策～

九州自動車道（上り線）
太宰府IC付近の渋滞が大幅に減少
―　運用変更後1年の効果　―

年
４
月
１
日
～
令
和
４
年
３
月

31
日
）

※
２　

ピ
ー
ク
時
間
：
17
時
00

分
～
18
時
00
分

Ｄ
Ｄ
Ｉ
株

式
会
社
と

の
災
害
発

生
時
の
連

携
に
関
す

る
協
定
」

を
、
令
和

４
年
６
月

30
日
に
締

結
し
た
。

　

本
協
定

の
締
結
後

は
、
平
時

か
ら
両
社

の
緊
急
連

絡
窓
口
を

相
互
に
共

有
す
る
と

と
も
に
、

発
災
発
生

時
に
は
双

方
が
管
理

す
る
設
備

の
被
害
状

況
お
よ
び

復
旧
状
況

に
関
す
る

情
報
の
提

供
や
、
設

備
の
復
旧
に
向
け
た
相
互
協
力

を
行
う
。

　

例
え
ば
、
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日

本
は
、
通
行
止
め
区
間
で
Ｋ
Ｄ

Ｄ
Ｉ
緊
急
車
両
の
通
行
支
援
や

災
害
復
旧
拠
点
と
な
る
サ
ー
ビ

ス
エ
リ
ア
・
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ

ア
の
一
部
施
設
の
提
供
、
Ｋ
Ｄ

Ｄ
Ｉ
は
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
の

災
害
復
旧
活
動
に
必
要
な
通
信

確
保
に
向
け
た
連
携
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど

の
通
信
端
末
の
貸
し
出
し
な
ど

の
支
援
を
行
う
。

　

両
社
は
、
本
協
定
に
基
づ

き
、
災
害
発
生
時
の
円
滑
な
相

互
連
携
に
加
え
、
平
常
時
か

ら
、
災
害
を
想
定
し
た
訓
練
な

ど
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、

被
災
地
で
の
双
方
の
活
動
の
最

大
化
を
図
り
、
被
災
し
た
道
路

や
通
信
の
迅
速
な
復
旧
と
機
能

維
持
に
努
め
て
い
く
と
し
て
い

る
。

※
災
害
対
策
基
本
法
第
２
条
第

１
号
に
規
定
さ
れ
る
台
風
、
豪

雪
、
地
震
な
ど
に
よ
る
被
害

「
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
と
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

株
式
会
社
と
の
災
害
発
生
時
の

連
携
に
関
す
る
協
定
」
の
締
結

　

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
中
日
本
と
、
Ｋ

Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社
（
以
下
、

「
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
」
）
は
、
災
害
時

※
に
お
け
る
迅
速
な
復
旧
活
動

の
展
開
を
目
的
と
し
た
「
中
日

本
高
速
道
路
株
式
会
社
と
Ｋ


